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１ 補助制度の趣旨 

龍ケ崎市では、市民の自転車用ヘルメット（以下、ヘルメットという。）の着用を促進し、

交通事故の防止や被害軽減を図るため、予算の範囲内でヘルメットの購入および自転車の点

検整備、自転車用保険の加入にかかる補助金を交付します。 

 

２ 補助対象者 

補助金の交付申請日時点において、龍ケ崎市に住民登録があり、次の要件のいずれかに該

当する方。またその保護者の方。 

（１）補助金の交付申請日時点において、ヘルメットを購入していること 

（２）上記（１）に加えて、自転車の点検整備や自転車用保険への加入、またその両方を実施して

いること 

  

 ※補助を受けるためにはヘルメットの購入が前提となります。（2）の費用のみについては補助

の対象となりません。 

 ※なお、この補助金は個人を対象としていることから、法人は申請できません。 

 

３ 補助金額 

（1）ヘルメットの購入：上限 2,000円 

  ※ヘルメットの購入費用が 2,000円以下のときは、100円未満の端数を切り捨てた額

となります。 

（2）上記（1）に加えて、自転車の点検整備を行った場合：500円 

（3）上記（1）に加えて、自転車用の保険加入を行った場合：500円 

  

（1）～（3）で合計最大 3,000円の補助額となります。 

 

 ※補助を受けられるのは、1人 1回、ヘルメット 1個限りです。 

※（2）（3）はヘルメット購入以降のものが対象です。 

 

第１章 自転車用ヘルメット着用促進補助金制度の概要 
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●申請手続き等のイメージ（補助対象の可否判断） 

 

 

 

年度 R5

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

ヘルメット
補助事業

補助対象

補助対象外

R6 R7

★ヘルメット購入 ★申請  3,000円

★自転車点検整備 ★保険加入

◆申請  0円

◆ヘルメット購入 ◆自転車点検整備

◆保険加入

★ヘルメット購入 ★自転車点検整備 ★申請  3,000円

★保険加入

★ヘルメット購入 ★申請  2,000円

【ヘルメット購入のみ＝基準パターン】

【ヘルメット購入＋点検整備＋保険加入のパターン】

【ヘルメット購入が伴わない】

【令和５年度中にヘルメットを購入 ６か月以内の申請であれば補助の対象】

★ヘルメット購入 ★申請  2,500円

★自転車点検整備

★保険加入

【ヘルメット購入＋保険加入で申請の後、点検整備

 申請は１人１回１個限り】

◆申請  0円

◆自転車点検整備

◆保険加入

■令和６年度分事業開始(４月１日～)

★申請  ２,000円

★自転車点検整備 ★ヘルメット購入

★保険加入

【ヘルメット購入前に保険加入＋点検整備

 補助対象はヘルメット購入分のみ】

【ヘルメット購入後、６か月以上経過後に申請】
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４ 補助対象経費 

（1）市内のヘルメット販売事業者の店舗で販売されている新品のヘルメットの購入に要

した経費 

（2）市内の自転車安全整備店で、自転車安全整備士によるＴＳマークを取得する点検整

備を受けた際の経費 

（3）自転車利用者が被保険者として、１年間の傷害保険または個人賠償責任保険、また

はその両方に加入した際の経費 

  ※（2）（3）はヘルメット購入以降のものが対象です。 

５ 補助対象となるヘルメット 

頭部を保護する目的で製造された新品のヘルメットで、次の認証等を受けたもの 

 

ア ＳＧマーク 

 イ ＪＣＦマーク 

 ウ ＣＥマーク 

 エ ＧＳマーク 

 オ ＣＰＳＣマーク 

 カ その他アからオまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、市長が認

めるもの 

 

     

ＳＧマーク ＪＣＦマーク CEマーク ＧＳマーク ＣＰＳＣマーク 

 

※なお、小学生および中学生の通学用ヘルメット、工事用ヘルメット、バイク用ヘルメ

ット、その他市長が不適当と認めるものを除きます。 

 

６ 申請期限 

ヘルメットを購入した日から６か月以内 

  ※郵送の場合は必着 

  

見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 
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 １ 申請の流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市
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防
災
安
全
課
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申
請
者 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
販
売
店 

自
転
車
安
全
整
備
店 

自
転
車
保
険
取
扱
店 

①事前確認 

②ヘルメット購入 

 

③自転車点検整備実施・ 

費用支払い 

④自転車用保険加入・ 

費用支払い 

⑤補助金交付申請・請求 

⑥交付額決定・ 

交付決定の通知 

⑦補助金の交付 

③④はヘルメット購入時以降で

あれば順番は問いませんが、補

助を受けるには②（ヘルメットの

購入）が前提です。 

第２章 自転車用ヘルメット着用促進補助金申請の流れ 
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①事前確認                                              

当事業は予算に上限があります。補助金の交付を受ける場合には、事前に予算の残額を市公

式ホームページにてご確認いただくか、防災安全課にお問合せください。 

 

②ヘルメットの購入 

補助の対象となるヘルメットは「頭部を保護する目的で製造されたこと」「新品であること」「安全

基準認証を受けていること」が要件となっています。販売店で購入する前に、補助の要件を満たし

ているか十分ご確認をお願いします。 

なお、市内のヘルメット販売事業者の店舗で購入したヘルメットが対象です。 

 

③自転車の点検整備実施・費用支払い 

ヘルメットの購入に加えて、市内の自転車安全整備店で自転車安全整備士による点検整備（Ｔ

Ｓマークを取得する点検整備）を行った場合、補助額が５００円加算となります。加算を受けたい場

合は「ＴＳマーク付帯保険加入書」の写しをご提出ください。 

なお、ヘルメットを購入した後から申請時点までに実施した点検整備が対象です。 

 

④自転車用保険の加入・費用支払い 

ヘルメットの購入に加えて、自転車利用者を被保険者として１年以上の加入期間がある「傷害

保険」、「個人賠償責任保険」などへの加入を行った場合、補助額が５００円加算となります。加算

を受けたい場合は「保険加入をしたことが分かる書類」の写しをご提出ください。 

なお、ヘルメットを購入した後から申請時点までに加入した保険が対象です。また、ＴＳマーク付

帯保険は対象外です。 

 

⑤補助金交付申請・請求 

 ヘルメットの購入（加算を受ける場合は自転車整備点検の実施・自転車用保険への加入）が完

了したら、所定の書類を防災安全課窓口（市役所３階）にご提出ください。郵送での申請も可能で

す。なお、メールによる申請は受付できません。 

 提出書類の詳細については９ページをご確認ください。 
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⑥交付額決定・交付決定の通知 

 提出された書類の内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は「龍ケ崎市自転車用ヘルメッ

ト着用促進補助金交付決定通知書」により、補助金の交付ができない場合には「龍ケ崎市自転車

用ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書」により通知します。 

 

⑦補助金の交付 

 交付決定後、申請書に記載されたご指定の口座に振込みいたします。 
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２ 提出書類    

各書類の注意事項については、次ページのチェック表をご確認ください。 

 

【窓口申請の場合】 

（１）龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

（２）ヘルメットの購入に係る領収書等 

（３）ヘルメットの概要が分かるもの（保証書等） 

（４）ＴＳマーク付帯保険加入書（自転車の点検整備済を証明するもの） 

（５）自転車保険に加入したことが分かる書類（保険加入証書等） 

 

なお、受付の際は本人確認書類をご提示ください。 

※保護者が１８歳未満の子供の申請を行う場合、保護者の本人確認書類とあわせて子供

の本人確認書類の写しをご持参ください。 

 

 

【郵送の場合】 

  上記（１）～（５）に加えて、下記２点を同封してください。 

○本人確認書類の写し 

○返信用封筒（８４円切手を貼付し、返信先の住所・氏名をご記入ください。） 

 

 

 

 ※申請書様式のダウンロードは市公式ホームページから、または防災安全課窓口にて 

お渡ししています。 

  

龍ケ崎市自転車ヘルメット 検索 

市公式ホームページ 
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提出書類 確認箇所

□

□

□

ヘルメットを
着用する者

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

振込先 □

商品名 □

期間 □

費用 □

販売店・事業所 □

用途 □

メーカー名 □

商品名 □

安全基準認証 □

書類 □

期間 □

①②③の金額を訂正していない（訂正印による訂正も不可）

メーカー名が記載されている

①②③の合計金額が正しく記載されている

補助金交付申請
（請求）額

第三者（同一世帯員以外）が代理で持参する場合、委任状がある

申請者

□

□

□

ＴＳマーク付帯保険加入書の添付がある（４）
ＴＳマーク付帯
保険加入書

ヘルメットを購入してから6か月以内の申請である

メーカー、品名が記載されている（添付書類と同一となっている）

安全基準認証に☑がついている

購入日が領収書等と同一となっている

着用者が18歳未満の場合、保護者による申請となっている

確認事項

申請者は、ヘルメットを着用する者（以下、「着用者」）本人、または保護者（着用者
が１８歳未満の場合）となっている

申請者の自書（署名）で捺印している

□
購入金額が領収書等と同一となっている

購入した
ヘルメット

①ヘルメットの補助額が、購入経費（上限2,000円・100円未満切り捨て）となっ
ている

②自転車安全整備店において自転車の点検整備を実施した場合、加算額500円
の記載がある

③自転車保険に加入した場合、加算額500円の記載がある

商品名が記載されている

振込先が正しく記載されている（申請者名義の口座である）

（３）
ヘルメットの
概要の書類

ヘルメットの購入金額が確認できるものである

市内の販売店・事業所の名称および住所の確認ができるものである

（２）
ヘルメットの
領収書

小学生・中学生の通学用、工事用、バイク用のヘルメットではない

安全基準認証（SGマーク等）を受けていることが確認できる

点検実施日がヘルメット購入時以降である

商品名が記載されている

（１）

申請書兼
請求書

（様式第1号）

提出書類チェック表 

各提出書類が「確認事項」の要件を満たしているかをご確認のうえ、ご提出ください。 
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書類 □

被保険者 □

加入年月日 □

加入期間 □

申請者 □

着用者 □

□

□

□

□

□

本人確認書類 □

返信用封筒 □ 返信用封筒に８４円切手を貼り、返信先の住所・氏名を記載した

第三者が持参した場合、委任状に加え、来庁者の本人確認書類（原本）及び申請
者の本人確認書類（写し）がある

Ａから１点、ＢまたはＣから２点の本人確認書類（原本）を提示
●A（官公署が発行した写真付きの本人確認書類）
　（例）運転免許証・パスポート・マイナンバーカード
●B（官公署が発行した写真なしの本人確認書類）
　（例）国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・年金手帳
●Cその他、本人の名前が確認できる書類
　（例）学生証（写真付）・社員証（写真付）・診察券・クレジットカード

共通事項 □

□

（５）

保険加入証書
等

保険加入証書、または保険加入をしたことが分かる書類がある

加入年月日の記載がある（補助対象となるのはヘルメット購入時以降の加入分）

1年以上の加入期間がある傷害保険、個人賠償責任保険等に加入している

被保険者の名義の記載がある（着用者が被保険者となっている）

代理人による
持参の場合

同一世帯員が持参した場合、同一世帯員の本人確認書類（原本）及び申請者の本
人確認書類（写し）がある

□

申請者本人の本人確認書類（原本）がある

18歳未満の子の保護者による申請の場合、子の本人確認書類（写し）がある

本人確認書類

（提示書類）

提出書類

□
郵送による
申請

申請者の本人確認書類の写しを同封した

（２）領収書の原本を同封した　（市で受付後、返信用封筒にて返却します。）

その他必要書類（３）～（５）を同封した

（１）申請書を同封した



12 

 

３ 注意事項 

（１）申請の受付 

 各年度の予算額に到達した場合、年度の途中でも受付を終了します。予算残額については市公

式ホームページでお知らせします。 

 

（２）補助金の交付決定取消し 

 補助金の交付決定後、偽りや不正による補助金の交付決定を受けたことが判明した場合は、補

助金の交付決定を取り消すこととなります。 

 

（３）補助金の返還 

 上記（２）により交付決定が取り消しとなった場合、取消しに係る部分に関しすでに補助金が交

付されているときは、補助金の返還を求めることがあります。 
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様式第１号（第６条関係） 

                                    

 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

龍ケ崎市長 様 

                申請者 

住  所  龍ケ崎市○○町１２３４番地 

氏  名  竜崎  太郎        印 

                    電話番号  0297 - ×× - ×××× 

 

龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書 

 

 龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金の交付を受けたいので、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着

用促進補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。なお、この申

請の審査のために、龍ケ崎市が管理する住民基本台帳を利用することに同意します。 

ヘルメットを着 

用する者 

住 所 龍ケ崎市○○町１２３４番地 

フ リ ガ ナ リュウザキ タロウ 

氏 名 竜崎  太郎 

生 年 月 日  昭和 ５８ 年 １ 月 １ 日 （ ４１ 歳） 

購入したヘルメ 

ット 

メ ー カ ー ヘルメット Ryugasaki 

品 名 ABC-001 

安全基準認証 
（該当するものに☑） 

□ＳＧマーク □ＪＣＦマーク  □ＣＥマーク 

□ＧＳマーク □ＣＰＳＣマーク □その他 

購 入 金 額           ４，９８０ 円 

購 入 年 月 日    令和 6 年 4 月 ５ 日 

補助金交付申請（請求）額 

（①ヘルメット） 

２，０００ 円 
※上限 2,000円 

(100 円未満切り捨て) 

（②自転車の点検整備） 

５００ 円 
※自転車安全整備店で整備

を受けた場合 500円 

（③自転車用保険加入） 

円 
※自転車用保険に加入した

場合 500円 

（①②③の合計） 

      金    ２，５００ 円 

補助金振込先 

金融機関名称 

      □□ 銀行 

         金庫     □□ 支店 

         農協 

預 貯 金 種 別 □ 普通       □ 当座 

口 座 番 号 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

フ リ ガ ナ リュウザキ タロウ 

口 座 名 義 人 竜崎  太郎 

第３章 申請様式（記入例） 

本人申請の場合 

✔ 

✔ 
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様式第１号（第６条関係） 

                                    

 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

龍ケ崎市長 様 

                申請者 

住  所  龍ケ崎市○○町１２３４番地 

氏  名  竜崎  太郎        印 

                    電話番号  0297 - ×× - ×××× 

 

龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書 

 

 龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金の交付を受けたいので、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着

用促進補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。なお、この申

請の審査のために、龍ケ崎市が管理する住民基本台帳を利用することに同意します。 

ヘルメットを着 

用する者 

住 所 龍ケ崎市○○町１２３４番地 

フ リ ガ ナ リュウザキ ハナコ 

氏 名 竜崎  花子 

生 年 月 日  平成 ２５ 年 １ 月 １ 日 （ １1 歳） 

購入したヘルメ 

ット 

メ ー カ ー ヘルメット Ryugasaki 

品 名 キッズ用ヘルメット Safety 

安全基準認証 
（該当するものに☑） 

□ＳＧマーク □ＪＣＦマーク  □ＣＥマーク 

□ＧＳマーク □ＣＰＳＣマーク □その他 

購 入 金 額           ４，３８０ 円 

購 入 年 月 日    令和 6 年 4 月 ５ 日 

補助金交付申請（請求）額 

（①ヘルメット） 

２，０００ 円 
※上限 2,000円 

(100 円未満切り捨て) 

（②自転車の点検整備） 

５００ 円 
※自転車安全整備店で整備

を受けた場合 500円 

（③自転車用保険加入） 

５００ 円 
※自転車用保険に加入した

場合 500円 

（①②③の合計） 

      金    ３，０００ 円 

補助金振込先 

金融機関名称 

      □□ 銀行 

         金庫     □□ 支店 

         農協 

預 貯 金 種 別 □ 普通       □ 当座 

口 座 番 号 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

フ リ ガ ナ リュウザキ タロウ 

口 座 名 義 人 竜崎  太郎 

 

保護者による申請の場合 

✔ 

✔ 
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（参考様式） 

 

委 任 状 

 

令和  ○年  ○月  ○日  

 

龍ケ崎市長  様 

 

 

委任者 住所    龍ケ崎市○○町１２３４番地    

 

氏名       竜崎 太郎        印   

 

 

代理人 住所    龍ケ崎市●●町５６７８番地    

 

氏名         茨城 一子          

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付申請手続

きに関する一切の権限を委任します。 

 

 

第三者が書類を提出 

（持参）する場合 

委任状をパソコン等で作成 

する場合でも、この欄だけは

委任者自身の自署、押印が

必要です。 
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様式第２号（第７条関係） 

龍ケ崎市指令■第■■号 

 

申請者  

住 所 龍ケ崎市○○町１２３４番地 

氏 名 竜崎 太郎         

 

龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付（不交付） 

決定通知書 

 

 令和６年４月５日付けで申請のあった龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進

補助金について、下記のとおり決定したので、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着

用促進補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

   令和６年４月５日 

 

龍ケ崎市長           印   

 

記 

 

１ 補助金の交付・不交付の別 

  ■交付 

  □不交付（理由：                     ） 

 

２ 交付決定額 

金 ３，０００ 円 

 

  

（市が作成する書類） 

交付決定の場合 
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様式第２号（第７条関係） 

龍ケ崎市指令□第□□号 

 

申請者  

住 所 龍ケ崎市○○町１２３４番地 

氏 名 竜崎 太郎         

 

龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付（不交付） 

決定通知書 

 

 令和６年４月５日付けで申請のあった龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進

補助金について、下記のとおり決定したので、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着

用促進補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

   令和６年４月５日 

 

龍ケ崎市長           印   

 

記 

 

１ 補助金の交付・不交付の別 

  □交付 

  ■不交付（理由：購入したヘルメットが龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用

促進補助金交付要綱第２条第２項の規定を満たしていな

いため。） 

 

２ 交付決定額 

金       円 

  

（市が作成する書類） 

不交付決定の場合 
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様式第３号（第８条関係） 

龍ケ崎市指令○第○○号 

 

申請者 

住 所 龍ケ崎市○○町１２３４番地 

氏 名 竜崎 太郎 

 

龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付決定取消通知書 

 

 令和６年４月５日付け龍ケ崎市指令■第■■号で交付の決定をした龍ケ崎市

自転車用ヘルメット着用促進補助金について、下記の理由により交付の決定を

取り消したので、龍ケ崎市自転車用ヘルメット着用促進補助金交付要綱第８条

第２項の規定により通知します。 

  令和６年５月１日 

 

龍ケ崎市長    印    

 

記 

 

取消理由：提出された領収書が不正に作成されたことが判明したため。 

 

 

（市が作成する書類） 

交付決定を取り消す場合 
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制度の趣旨等について 

Q1 この制度の趣旨は？ 

A1 自転車利用者のヘルメット着用を促進し、交通事故の防止と被害の軽減を図るた

め、予算の範囲内において補助金を交付するものです。 

Q２ この制度はいつまでですか？ 

A２ 事業の実施は令和９年３月３１日までを予定しています。 

ただし、補助対象となるのは令和８年９月３０までに購入したヘルメットが対象で

す。 

なお、令和７年度以降の事業の実施については、当該年度の予算の承認を受けて

から確定となります。 

Q３ 補助対象者の年齢制限はありますか？ 

A３ 自転車を利用するすべての市民の安全を守る観点から、年齢による制限はしてい

ません。 

Q４ なぜヘルメットの購入を市内の販売店に限定しているのですか？ 

A４ 市の補助制度であることから、地元での購入をお願いしているものです。 

また、ヘルメットの購入をきっかけに、自転車点検整備の依頼や自転車用保険の加

入・相談など、市民と販売店等との関係性が発展できればと考えています。 

 

補助対象となるヘルメットについて 

Q５ なぜ新品のヘルメットに限定しているのですか？ 

A５ すでに使用したヘルメットは破損や劣化等のダメージを受けているかもしれず、そ

れは見た目では判断できないため、安全性の確保の観点から新品に限定していま

す。 

Q６ なぜ安全基準の認証を受けていなければならないのですか？ 

A６ 自転車利用者の大切な頭部を守るため、公的機関等による安全審査の基準を満た

しているものとしました。 

Q７ バイク用のヘルメット（乗車用ヘルメット）は対象ですか？ 

A７ 自転車用と用途が違うため補助の目的外となることから、対象になりません。 

Q８ 工事用ヘルメットは対象ですか？ 

A８ 自転車用としての安全基準を満たしていないため、対象になりません。 

Q９ ヘルメットは１人何個まで補助の対象になりますか？ 

A９ 多くの市民の自転車用ヘルメット購入をサポートするため、１人１回１個限りとしま

した。なお、子どもの成長に合わせて買い替えが必要な場合でも、補助は１回限り

となります。 

第４章 よくある質問・Ｑ＆Ａ 
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自転車の点検整備について 

Q１０ 自転車安全整備店とはなんですか？ 

A１０ ＴＳマークを取り扱うことができる自転車店のことで、自転車安全整備士が勤務し

ています。 

Q１１ 自転車安全整備士とはどのような人のことですか？ 

A１１ （公財）日本交通管理技術協会が実施する自転車安全整備技能検定に合格した人

で、自転車の点検整備、安全な普通自転車であることの点検確認、自転車の正しい

乗り方等の安全指導について専門的な知識と技能をもっています。 

Q１2 TSマークとはなんですか？ 

A１2 自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークに

は賠償責任保険と傷害保険等が付帯しています。 

Q１3 補助金の加算を受けるには、いつからいつまでに点検整備を行えば良いのです

か？ 

A１3 ヘルメットを購入した後から申請時点までに受ける必要があります。点検整備のみ

では補助の対象になりません。 

自転車用保険への加入について 

Q１4 自転車用保険はどこで加入できますか？ 

A１4 自転車販売店の他、コンビニ等でも加入することができます。 

Q１5 補助の対象になる保険を教えてください。 

A１5 下記のとおりとなります。 

・自転車利用者（ヘルメットの使用者）を被保険者として加入※契約者は家族でも可 

・１年以上の加入期間がある傷害保険、個人賠償責任保険 

なお、TSマーク付帯保険については、保険加入にかかる補助額加算対象にはなり

ません。 

Q１6 補助金の加算を受けるには、いつからいつまでに保険への加入を行えば良いので

すか？ 

A１6 ヘルメットを購入した後から申請時点までに保険への加入を行う必要があります。

保険加入のみでは補助の対象になりません。 
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その他ご不明な点がございましたら、防災安全課までお問い合わせください。 

  

申請の受付について 

Q１7 申請期限はいつまでですか？ 

A１7 ヘルメットを購入した日から６か月以内です。 

Q１8 受付は電話で予約できますか？ 

A１8 予約はできません。防災安全課の窓口で申請していただくか、郵送で申請してくだ

さい。 

Q19 メールで申請できますか？ 

A19 メールによる申請は受付できません。 

Q２0 補助金は予算の範囲内で交付となっていますが、予算の残額はどのように確認す

れば良いですか？ 

A２0 市公式ホームページにてお知らせいたします。また、防災安全課地域安全グループ

にお問合せいただければ、直近の状況をご確認いただけます。 

Q２1 夫の申請書を、同一世帯員である妻が持参しても良いですか？ 

A２1 同一世帯員に限り、委任状がなくても申請書の提出を受け付けます。 

ただし、「窓口に来る人の本人確認書類（原本）」と「申請者の本人確認書類（写し）

を必ずご持参ください。 

Q２2 自分の申請書を、別世帯に住む家族が持参した場合は受け付けてもらえますか？ 

A２2 同一世帯員以外の方が持参する場合は、委任状の提出が必要です。 

この場合、「窓口に来る人の本人確認書類（原本）」と「申請者の本人確認書類（写

し）」を必ずご持参ください。 

Q２3 防災安全課の窓口に行くことができません。西部出張所・東部出張所・市民窓口ス

テーションでは受け付けてもらえますか？ 

A２3 出張所や市民窓口ステーションでは受け付けできません。 

郵送での申請も受け付けていますのでご利用ください。 
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龍ケ崎市 防災安全課 
                 

自転車用ヘルメット補助金担当 

（龍ケ崎市役所 3階） 

 

 

○住 所 

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市 3710番地 

 

 

○電話番号 

0297-64-1111 （内線 497・491） 

 

 

○メール 

bousaianzen@city.ryugasaki.lg.jp 

 

 

 

龍ケ崎市自転車ヘルメット 検索 

お問合せ・申請書類提出先 

市公式ホームページ 

mailto:bousaianzen@city.ryugasaki.lg.jp

